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産前産後の国民健康保険税が免除されます

子
育
て

場　　所●保健福祉センター
受付時間●個別にお知らせします。

■健診

乳児健診  
2 月 7 日（水）
対象●令和 5 年 3 月〜 4 月生まれの乳児と
　　　未実施者

3歳児健診  
2 月 16 日（金）
対象● 令和 2 年 9 月〜 10 月生まれの幼児と

未実施者

1歳 6カ月児健診  
2 月 9 日（金）
対象●令和 4 年 6 月〜 8 月生まれの幼児と
　　　未実施者

お問合せ●保健福祉課健康づくり係

　　　　　☎76-3185

令和 6年度 学童保育所の入所受付を開始します
学童保育所からのお知らせ

予防接種費用を一部助成します

対象児童●保護者が働いているなど、放課後の保育ができない小学校新 1 年生から 6 年生
申請書類●子育て支援課で配布（町ホームページから印刷できます）
　　　　　※新 1 年生は、各小学校の入学前説明会で配付します。
　　　　　　令和 5 年度にご利用されていた方も、新たに申請が必要です。
保 育 料●月額 7,000 円（8 月は 10,000 円）　※別途、傷害保険料がかかります。
申請受付● 2 月 1 日（木）〜 16 日（金）【土・日曜日・祝日を除く】　
　　　　　午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
　　　　　※郵送での提出も可能です。
　　　　　　（〒 289-2292 多古町多古 584 番地 多古町子育て支援課宛て）
説 明 会●  3 月 17 日（日）予定。説明会の案内は申請受付後に別途ご案内します。

対　　象●◦妊娠を希望する女性
　　　　　◦妊娠を希望する女性の配偶者（事実上婚姻関係にある方を含む）
　　　　　◦妊娠している女性の配偶者（事実上婚姻関係にある方を含む）
助 成 額●◦風しんワクチン　　　　　　3,000 円
　　　　　◦麻しん風しん混合ワクチン　5,000 円
申請期限●接種日から１年以内
申請方法●以下の書類を準備の上、申請をお願いします。
　　　　　◦申請書（保健福祉センターで配布）
　　　　　◦領収書、接種の内容が分かるもの
　　　　　◦振込口座が確認できるもの（通帳など）
詳しくはお問い合わせください。

申込・お問合せ●子育て支援課　☎76-5412

お問合せ●保健福祉課健康づくり係　☎76-3185

申請書類はこちら

　令和 5 年 11 月 1 日以降に出産された方、または出産を予定している
方にかかる国民健康保険税の所得割額と均等割額を免除します。免除を
受けるには届出が必要です
届出期間
出産予定日の 6 カ月前より（出産後の届出も可能）
免除対象期間
単胎出産（お一人）の場合、出産月（または予定月）の前月から翌々月分までの 4 カ月分
多胎出産（双子など）の場合、出産月（または予定月）の前 3 カ月から翌々月分までの 6 カ月分
※ただし、 令和 6 年 1 月より前の期間は減額の対象になりません。

●例1（4カ月分が免除される場合）
出産月（出産予定月）の前月から翌々月分までが減額されます。

届出に必要な書類など
●産前産後期間に係る保険税軽減届出書
●本人確認書類（マイナンバーカードなど）
　※別世帯の方が申請の場合は委任状が必要です。
●母子健康手帳など、出産日（出産予定日）が分かる書類 

●例2（令和5年 11月に出産した場合）
令和 6 年 1 月分（出産月の翌々月分）
令和 5 年 11 月に出産した場合は、令和 6 年 1 月相当分のみが減額されます。

●例3（双子などの多胎出産の場合）
出産月（出産予定月）を含む 6 カ月分が減額されます。

届出先・お問合せ●税務課課税係　☎76-5402
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風しん予防接種


